
■広域圏内（大仙市、仙北市、美郷町）で利用できる
　地域密着型サービス
①認知症対応型通所介護
　　認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機

　能訓練を日帰りで受けられます。

②小規模多機能型居宅介護
　　小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら、

　訪問や短期間の宿泊などを組み合わせた介護が受けら

　れます。

③認知症対応型共同生活介護
　　認知症の高齢者が共同で生活できる場で、食事、入

　浴などの介護、機能訓練を受けられます。

④地域密着型特定施設入居者生活介護
　　定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホーム

　などで、食事、入浴などの介護が受けられます。

　大仙市・仙北市・美郷町の地域密着型サービス
については、大曲仙北広域市町村圏組合が指定、
指導、監督等をしています。

大曲仙北広域市町村圏組合
介護保険事務所　事業監査班
☎0187-86-3913  FAX0187-86-3914

問い合わせ

介護保険事務所からのお知らせ

～美郷交番からのお知らせ～
家族を“振り込め詐欺”から守ろう! 新しい手口のポイントをご紹介します

騙しのテクニックは日々変化。少しでも疑問に思ったら、スグに相談を!!

大仙警察署
美 郷 交 番

☎0187(63)3355
☎0187(84)2004

美郷北駐在所
美郷南駐在所

☎0187(85)3110
☎0187(82)1100

■広域圏内にある地域密着型サービス事業所数と定員
　（平成22年10月１日現在）

　各事業所の所在地、 連絡先等は、 大曲仙北広域市町村圏組合
介護保険事務所のホームページ （OS介護ネット URL http://
www.oskaigonet.or.jp/） に掲載しています。
　また、役場福祉保健課でもご覧いただけます。

　他人名義の預金口座や携帯電話が悪用されていることから、不正な利用を
防止するための法律が強化されました。そのため、詐欺師は若者たちを利用
して、これらを集めています。また、仲間に引き入れますが、自分たちには
危険が及ばないように工作しています。

問い合わせ

 地域密着型サービスとは、高齢者が要支援・要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で
生活を継続できるようにするために、提供されるサービスです。利用者は原則として、住所地内の市・町内に
ある事業所しか利用できません。

地域密着型サービスについて

004事業所数
0037

美郷町仙北市大仙市

定　　員
205事業所数
430125登録定員
6621事業所数
7272276定　　員
214事業所数
181251定　　員

認知症対応型
通所介護①

小規模多機能型
居宅介護②

認知症対応型
共同生活介護③

地域密着型特定
施設入居者生活介護④

●詐欺グループに利用されて捕まるのは
　自分だけ。
●口座の売り買いや勧誘は50万円以下の
　罰金に。

対
応
策

不正売買　ラクして儲けられる!!という誘い文句　
もう

　警察官（捜査２課の刑事）や銀行協会の職員を名乗り、「あなたの口座が
振り込め詐欺に使われ、暗証番号の変更をしないといけないので番号を教え
て欲しい。キャッシュカードを取りに行く」などと言い、自宅まで来てキャ
ッシュカードを騙し取り、カードで現金を引き出す手口です。

●誰であろうとキャッシュカードを預けて
　はダメ。
●警察官が暗証番号を聞くことはない。
●電話帳や番号案内（104）で調べる。

対
応
策

オレオレ詐欺　警察官を名乗る

　携帯電話やパソコンに「総合情報サイトの無料期間が過ぎても退会の手続
きがされていない」などのメールが届きます。連絡をすると丁寧な口調で説
明され、延滞料、調査料、退会料などを上乗せして高額を請求されます。

●心当たりのない請求には応じない。
●問い合わせは絶対にダメ。
●発行元が裁判所の場合は裁判所に確認を。

対
応
策

架空請求詐欺　総合情報サイトという曖昧な名称
かくうせいきゅう あいまい

　現金の振り込みを要求せず、「バイク便業者を向かわせる」「友達を向か
わせる」などと言って、自宅まで直接現金を取りに来る手口です。とにかく
事が早く運び、考えさせる余地を与えません。

●電話でお金を要求されたら詐欺を疑う。
●「携帯番号が変わった」には要注意。
●必ず家族や知人、警察に相談を。

対
応
策

オレオレ詐欺　自宅まで直接取りに来る　

さ ぎ

だま

　虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、ご

自身が出産や子育てに悩んだときは、迷わずご相談くだ

さい。

●まずは身近な自分の子育てを振り返ってみてほ
　しい
●もし、子育てに悩んでいる人がいたら、ひとり
　で抱え込まずに相談してほしい
●もし、虐待で苦しんでいる子どもたちがいたら、
　我慢しないで打ち明けてほしい
●自分の周囲で虐待が疑われる事実を知ったとき
　は、ためらいなく通報してほしい
●虐待を受けた子どもたちの自立に向けた支援の
　輪に加わってほしい（寄付でも、ボランティア
　でも）
●もし可能なら、虐待を受けた子どもたちの親代
　わり（里親）になってみてほしい

※オレンジリボンとは、子どもを虐待から守るメッセージリボ

　ンのことです。

相談窓口

・南福祉事務所 家庭相談室　　　☎0182-32-3294
・南児童相談所　　　　　　　　 ☎0182-32-0500
・美郷町役場 福祉保健課　　　　☎0187-84-4907

夜間・休日の相談窓口

・中央児童相談所　　　　　　　 ☎018-862-7311
・美郷町役場　　　　　　　　　 ☎0187-84-1111

相談窓口

・秋田県女性相談所　　 平日8：30～ 21：00
　　　　　　　　　土日祝日9：00～ 18：00
　　　　　　　　　　　　　　　☎018-835-9052
　　　　　　　　　　　　　　　☎0120-783-251
・秋田県警察レディース110番　24時間受付
　　　　（平日の8：30～ 17：00は女性警察官が対応）
　　　　　　　　　　　　　　　☎0120-028-110
・南福祉事務所　　　　　　　　　☎0182-32-3294
・美郷町役場 福祉保健課　 　　　☎0187-84-4907

11月15日㈪～21日㈰は　　　　　　　
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間です。

DV相談ナビダイアル

　全国統一の電話番号を通じて、最寄の相談窓口を音声
案内するサービスです。

子どものSOSが聞こえますか？

 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）とは夫や恋人など親密な関

係にある人から振るわれる暴力のことです。ＤＶは身体的暴力のほか、

精神的または経済的、性的など、あらゆる形の暴力が含まれます。暴

力を受け、どうしたらいいのか分からなくなったときは、一人で悩ま

ずにすぐにご相談ください。

　職場での差別、ストーカー、セクシャル・ハラスメ
ントなどでお悩みの方は「女性の人権ホットライン」
までお電話ください。法務局職員または人権擁護委員
が相談に応じます。

・女性の人権ホットライン　☎0570-０７０-８１０
　　11月15日㈪～ 19日㈮  8：30～ 19：00
　　11月20日㈯、  21日㈰10：00～ 17：00
　　　　　　通常は平日8：30～ 17：15受付です。

「DVかも…」と思ったら、すぐに相談を

24時間対応窓口

・児童相談所全国共通ダイアル　 ☎0570-064-000

☎0570-0-55210
ここに電話

ゼロナナゼロのハートライン

見すごすな　幼い子どもの　ＳＯＳ
平成22年度標語

　虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、ご

自身が出産や子育てに悩んだときは、迷わずご相談くだ

まずは身近な自分の子育てを振り返ってみてほ
　しい

子どものSOSが聞こえますか？子どものSOSが聞こえますか？

●まずは身近な自分の子育てを振り返ってみてほ

オレンジリボンに
願いを込めて…

11月は「児童虐待防止推進月間」
「DV防止推進月間」です
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